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■ 災害に便乗した悪質商法に注意してください！ 

****************************************************************************************** 

■ 災害に便乗した悪質商法に注意してください！ 

この度の能登半島地震では、県内では新潟市を中心に広く住宅被害が出ました。 

被災した方々には、心よりお見舞い申し上げます。 

地震や大雨等の災害発生時には、それに便乗した様々な悪質商法が発生します。 

特に、今後発生が予想されるものは、 

● 屋根修理など点検商法のトラブル 

● 義援金や寄付等の不審電話 

があります。 

下記の事例や、次ページのチラシ（県警察本部作成）を参考にして、悪質商法の被害に遭わな

いようにしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～屋根修理など点検商法のトラブル～ 

～義援金、寄付金等の不審電話～ 

※独立行政法人 国民生活センターホームページから一部抜粋・編集して掲載 

・ 携帯電話で「市が能登半島地震の義援金を集めている」という

電話があった。 

・ 「元旦に起きた地震の地域に送るものを集めている。今日そち

らの地域を回っているので訪問していいか。会社なので支援品を

集めて送ることができる。」との電話がかかってきた。 

などの相談が確認されています。 

 ・不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっても断りましょう 

・公的機関が、各家庭に電話等で義援金を求めることはありません 

・義援金は、団体等の活動状況等を確認し、納得した上で寄付しましょう 

安易に点検させることはせず、不安に感じたら 

信頼できる業者に依頼しましょう。 

見た目では自宅に被害はないが、訪問してきた業者が、「無料で屋根に被害がないか

点検をしています」、「近所で工事をしていたら、お宅の屋根瓦がずれているのが見えたの

で、屋根に上って見てみましょうか」などと、無料や親切心を装って点検を行い、その後 

   「このままでは危ない。すぐに工事が必要」 

   「このままでは雨漏りしてしまいます」 

などと不安を煽り、高額な工事契約を迫るケースがあります。 
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